
富士市物品購入等公募型指名競争入札案件 

 

１．契 約 番 号 5083000056 
２．件    名 高度救命処置用資機材 
３．納 入 場 所 富士市永田町１丁目１００番地 富士市消防本部 

４．納 入 期 限 令和９年２月２６日 

５．概    要 別紙案件概要のとおり 

６．申請書提出期限 令和８年５月１日 正午 

７．その他参加に必要な条件等 

（１）富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。  

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

（３）富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。  

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。  

（５）当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。  

 

 

 

 

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書 

 

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので

申請します。 

 

（あて先）富士市長 

令 和   年   月   日 

 

住 所 

商 号 

    氏 名                        

 

 

 

 

・本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。 

提出先 富士市財政部契約検査課 ＦＡＸ ０５４５－５３－０９０９ 

・送信票は、必要ありません。この申請書のみ（１枚）をＦＡＸ送信してください。 

・審査の結果については、後日通知します。 

 なお、通知等は入札参加資格審査申請書に記載されている電子メールアドレス宛に送付します。 

 メールアドレスの登録のない方については、郵送にて送付します。  

申請書提出期限から７営業日を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。 

 



5083000056 高度救命処置用資機材 案件概要（1/15） 

 

１．品名・数量 

 

 

 

 

 

 

２．条  件 

高度救命処置用資機材等仕様書（西消防署・西消防署富士川分署）によること。 

 

３．そ の 他 

仕様についての問い合わせ及び仕様適用上の疑義は、富士市消防本部と協議すること。 

 

 

※仕様に関する問い合わせ先 消防本部 警防課 渡邉 ℡０５４５－５５－２９１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 品  名 数量・単位 

1 高度救命処置用資機材 （西消防署） １ 式 

2 高度救命処置用資機材 （西消防署富士川分署） １ 式 



 

 
 
 
 
 

高 度 救 命 処 置 用 資機 材 仕 様 書 

（西消防署・西消防署富士川分署） 
 

令 和 ８ 年 度 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富 士 市 消 防 本 部 
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第１ 総則 
１ 当該仕様書は、富士市（以下「当市」という。）が令和８年度に購入し、西消防署及び西

消防署富士川分署に配置する高規格救急自動車に積載される高度救命処置用資機材（以下

「資機材」という。）の仕様について定める。 
２ 当該資機材は、救急救命士法（平成３年法律第３６号）の目的を達成できる高度な救命

処置が可能な医療器材とする。 
 
第２ 適用法令 

資機材は、総務省消防庁の救急高度化推進事業に認定される資機材としての要件を満たす

もので、次に掲げる法令その他通達に適合するものであること。 
１ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号） 
２ 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号） 
３ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 
４ 救急業務実施基準（昭和３９年自消甲教発第６号） 
５ 高規格救急自動車等に搭載して販売される医薬品及び医療器具の取扱について 

（平成１６年消防救第１３４号） 

６ 1緊急消防援助隊設備整備補助金交付要綱（平成１８年消防消第４９号） 

（当該補助金の対象は西消防署高規格救急自動車に限る） 

 

第３ 納入期限等 
１ 納入期限    令和９年２月２６日（金曜日） 
２ 納入場所    富士市永田町１丁目１００番地 富士市消防本部 

 
第４ 仕様 

 資機材の仕様は、別表１「高度救命処置用資機材（西消防署高規格救急自動車）」及び別表

２「高度救命処置用資機材（西消防署富士川分署高規格救急自動車）」のとおりとすること。 
 
第５ 一般事項 

１ 酸素ボンベ（１０リットル及び２リットル）は受注者が空容器を購入し、納入すること。 
２ 当市へ資機材を納品した後、高規格救急自動車の請負業者と共に車両へ取付けて、資機

材の作動状況を確認すること。 
なお、これにかかる費用は無償とすること。 

３ 納品時、各資機材の取扱説明書を各２部提出すること。 
４ 納入する資機材は、受注者が取扱説明を実施すること。 

なお、これにかかる費用は無償とすること。 
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５ 検収は、当該仕様書に基づき総合的検査を実施すること。 
また、別表に掲げる物品は当該仕様書に記載されていなくても使用時に必要なものはす

べて附属し、不良品等が発生した場合は受注者の責任において、早急に対応すること。 
６ 当該仕様に疑義のある場合は、随時当市と協議を行うこと。 

なお、当市の承認を得た場合のみ仕様を変更することができるものとする。 
７ 受注者は、契約締結後、当該仕様書に記載の資機材等に新製品等が発表され、変更を余

儀なくされる場合は、当市と協議し承認を得ること。 

８ 新製品等が、当該仕様書の資機材等と比較して、機能、性能等が向上する場合は当市と

協議すること。 
９ 保証期間は、公表された期日若しくは１年間とすること。 

なお、保証期間後、設計又は材質等の不備に起因すると認められる不具合箇所が発生し

た場合は、無償にて改修すること。 
10 受注者は、当市の指定する旧品の救急資機材（バッテリー含む）を廃棄すること。 

なお、これにかかる費用は無償とすること。 
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